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令和８年市議会６月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

土 開 報告第 ３号 令和７年度知立市土地開発公社決算について 

総務等 報告第 ４号 繰越明許費繰越計算書について（令和７年度知立市一般

会計） 

水 道 報告第 ５号 継続費繰越計算書について（令和７年度知立市水道事業

会計） 

水 道 報告第 ６号 繰越計算書について（令和７年度知立市水道事業会計）

下 水 報告第 ７号 繰越計算書について（令和７年度知立市下水道事業会計）

総 務 同意第 ４号 知立市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

産 業 同意第 ５号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第 ６号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第 ７号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第 ８号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第 ９号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１０号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１１号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１２号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１３号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１４号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１５号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１６号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１７号 知立市農業委員会委員の任命について 

産 業 同意第１８号 知立市農業委員会委員の任命について 

税 務 議案第３１号 知立市税条例等の一部を改正する条例 

税 務 議案第３２号 知立市都市計画税条例の一部を改正する条例 

安 心 議案第３３号 知立市犯罪被害者等支援条例 

安 心 議案第３４号 知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例 



所 管 番   号 案            件 

水道等 議案第３５号 知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

教 庶 議案第３６号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結について（校

舎長寿命化改良工事） 

議案第３７号 令和８年度知立市一般会計補正予算（第２号） 



報告第３号 

   令和７年度知立市土地開発公社決算について 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  



報告第４号 

   繰越明許費繰越計算書について（令和７年度知立市一般会計） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定に基づき翌年度

に繰り越した繰越明許費の金額を、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１４６条第２項の規定により次のとおり報告する。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  







報告第５号 

   継続費繰越計算書について（令和７年度知立市水道事業会計） 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第２項ただし書の規定に

基づき事故繰越しとなった継続費の金額を、同条第３項の規定により次のとおり報

告する。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  





報告第６号 

   繰越計算書について（令和７年度知立市水道事業会計） 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づく繰

越額の使用に関する計画を、同項の規定により次のとおり報告する。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  





報告第７号 

   繰越計算書について（令和７年度知立市下水道事業会計） 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づく繰

越額の使用に関する計画を、同項の規定により次のとおり報告する。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  





同意第４号 

   知立市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を知立市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所  

氏  名  藤 﨑 順 子

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第５号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所  

氏  名  髙 村 昭 広

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第６号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所  

氏  名  永 田 治 男

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第７号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所  

氏  名  野 畑 廣 和

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第８号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所  

氏  名  藤 井 公 人

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第９号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  神 谷 勝 彦 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１０号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  杉 原 敬 浩 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１１号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  野 々 山 純 子 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１２号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  岡 田  均 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１３号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  毛 受 正 人 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１４号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  岩 堀 秀 治 

生年月日   

  提案理由 

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１５号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  岡 田 め ぐ み 

生年月日   

  提案理由 

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１６号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  近 藤 喜 代 治 

生年月日   

  提案理由 

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１７号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  加 古 和 市 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



同意第１８号 

   知立市農業委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市農業委員会委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

住  所   

氏  名  成 瀬 廣 美 

生年月日   

  提案理由 

 この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。 



議案第３１号 

知立市税条例等の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子 

知立市税条例等の一部を改正する条例 

（知立市税条例の一部改正） 

第１条 知立市税条例（昭和４５年知立市条例第５３号）の一部を次のように改正

する。 

第３２条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「い

う。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」

を加える。 

第３３条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又

は第４項」に改める。 

第３５条の２第１項ただし書中「及び第３５条の３の３第１項」を「並びに第

３５条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３５条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号にお

いて同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中

「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３５条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公

的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」

という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項

各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市



長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を

受けるものを除く。）の支払を受ける第２５条第１項第１号に掲げる者であ

って、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）

（退職手当等（第５１条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号にお

いて同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未

満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限

る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を

受けるものに限る。）の支払を受ける第２５条第１項第１号に掲げる者（当

該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金

等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定

める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親

に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控

除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る。）を有する者 

第３５条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を

「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条

第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による

申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害

者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並び



に寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第５９条中「額が、土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２

０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住

年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居

住年が」に、「令和７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定

の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項」を「には、法附則第５

条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第

７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とし、同条に見出しとして

「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付する。 

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の３第１項

又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第

３項又は第４項」に改める。 

附則第７条の５第１項及び第７条の８中「附則第７条の３の２第１項」を「附

則第７条の３第１項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中

「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３

項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加え、「第

３３の７第１項」を「第３３条の７第１項」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０

項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第

２１項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則

第１５条第２１項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３

号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第

２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中「附則



第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第１

０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」

に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第

２４項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を

「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２

５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、同条第１４項中

「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同

条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３

号イ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１

５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３号

ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項から第２０項まで

を削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」

に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３２項」を

「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項中

「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第２

０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４０

項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２６

項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条

第２３項とし、同条中第２７項を第２４項とし、第２８項を第２５項とし、同条

に次の１項を加える。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７

項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０

項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第

２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２

５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１

項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９

項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施

設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に



規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成

２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１

８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第

３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する

同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適

合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める

同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するか

の別 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３

項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び

附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第

２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を

「附則第３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４

条の２第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号まで

に掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地

等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）

第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害

対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあ

るときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 



附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８

条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当

該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第３２条第１項及び第２項並び

に第３３条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所

得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４で

定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の

金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替

えて適用される第３３条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）をいう。）の１００分の３に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３３条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る課税

譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第３３条の６から第３３条の８まで、第３３条の９第１項、附則第７条第

１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３３条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３３条の７第１項前段、第３３条の８、

第３３条の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３３条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3) 第３４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、

山林所得金額若しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」とする。 



(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資

産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに附則第２０条の３第２

項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

（知立市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 知立市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第１８号）の一部

を次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中知立市税条例第３５条の２第１項ただし書、第３５条の３の２及び

第３５条の３の３の改正規定並びに同条例附則第６条の改正規定及び附則第７

条の３の２第１項の改正規定（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める

部分及び「令和７年」を「令和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第

１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

(2) 第１条中知立市税条例第５９条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令

和９年４月１日

(3) 第１条中知立市税条例第３３条の７第２項の改正規定並びに同条例附則第７

条の４の改正規定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は

第４項」に改める部分に限る。）、同条例附則第９条の２の改正規定及び同条

例附則第１７条の２の改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を

「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４項の規定 令和１０

年１月１日

(4) 第１条中知立市税条例附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を



除く。）及び同条例附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条

第３項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を

改正する法律（令和８年法律第   号）の施行の日の属する年の翌々年の１

月１日 

２ 第２条の規定による改正後の知立市税条例等の一部を改正する条例の規定は、

令和８年４月１日から適用する。

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の知立市税条例（以下「新条例」という。）第

３５条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日

以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３５条の３の３第

１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等

について提出したこの条例による改正前の知立市市税条例第３５条の３の３第１

項の規定による申告書については、なお従前の例による。

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の知立市税条例附則第７条の３第１項及

び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所

得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規

定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する

特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第

１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び

同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３

５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第

１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条

第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例

増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１

８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に

規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の

居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に

所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に

規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家

屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存



住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同

条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等

（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同

条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところに

よりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の知立市税条例附則第７条の４の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」と

いう。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４

号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条

第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１項の土地

等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年

度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５９条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第

１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸

術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

提案理由 

この案を提出するのは、地方税法の一部改正等に伴い必要があるからである。 



議案第３２号 

知立市都市計画税条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子 

知立市都市計画税条例の一部を改正する条例 

知立市都市計画税条例（昭和４５年知立市条例第５４号）の一部を次のように改

正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第

１３項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第

３１項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第

３５項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第

３６項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第

４０項」に改める。 

附則第２０項を附則第２１項とする。 

附則第１９項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第

２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若

しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、

第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項

若しくは第４３項」に改め、同項を附則第２０項とする。 

附則第１８項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第１１項」に、

「附則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２項」に、「附則第９項、第



１１項及び第１２項」を「附則第１０項、１２項及び１３項」に、「附則第１１項

から第１３項」を「附則第１２項から第１４項」に、「附則第１３項」を「附則第

１４項」に、「附則第１４項から第１６項」を「附則第１５項から第１７項」に、

「附則第１５項」を「附則第１６項」に改め、同項を附則第１９項とし、附則中第

１７項を第１８項とし、第１３項から第１６項までを１項ずつ繰り下げる。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１３項と

する。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１２項と

する。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１１項と

し、附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とする。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改

め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術

の公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した

事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規

定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３

号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第

２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれかに該当するかの別 

附則中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

１とする。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の知立市都市計画税条例の規

定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修

工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税

については、なお従前の例による。 

提案理由 

この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第３３号 

知立市犯罪被害者等支援条例 

 上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子 

知立市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、

犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明

らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、

当該支援のための施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護、

受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図り、犯罪被害者等を支える社会意

識の形成を促進し、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 二次被害 犯罪被害者等が犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者

及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、イン

ターネットを通じて行われる誹謗
ひ ぼ う

中傷、過剰な取材等により犯罪被害者等が受

ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損

失その他の被害をいう。 

(4) 関係機関等 国、県、警察その他の公的機関及び犯罪被害者等の支援を行う

民間団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 



（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等は、個人としての尊厳を尊重され、その尊厳にふさわしい処

遇を保障される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害

者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、二次被

害を生じさせることのないよう十分配慮して推進されなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が社会において孤立することなく安全に

安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されるよ

う行われなければならない。 

４ 犯罪被害者等の支援は、市及び関係機関等の相互の連携及び協力の下に推進さ

れなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、その置かれている状

況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十

分配慮するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、その置かれている

状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう

十分配慮するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、雇用する者が犯罪被害者等となった場合、当該者がその被害に係る

法的な手続及び捜査に適切に関与し、並びに被害を回復し、又は軽減するために

必要な行為ができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努め

なければならない。 

３ 事業者は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努め

なければならない。 

（相談、情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ



うにするため、犯罪被害者等が直面している多様な問題について、その相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図る

等の必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、前項の相談及び情報の提供等の支援を総合的に行うための窓口を設置す

るものとする。 

（経済的負担の軽減等） 

第８条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を

図るため、支援金の支給その他必要な施策を講ずるものとする。 

（広報及び啓発） 

第９条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の防止の重要性その他

犯罪被害者等の支援に関する事項について、市民及び事業者の理解を深めること

ができるよう、広報及び啓発を行うものとする。 

（人材の育成） 

第１０条 市は、犯罪被害者等の支援に従事する人材の育成を図るため、必要な施

策を講ずるものとする。 

（個人情報の管理） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被

害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。 

（意見の反映） 

第１２条 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等、有識者その他

市民からの意見を聴き、施策に反映させるよう努めるものとする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第１３条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を

行わないことができる。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が必要とす



る施策を総合的に推進するため必要があるからである。 



議案第３４号 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

知立市消防団員等公務災害補償条例（昭和４５年知立市条例第８０号）の一部を

次のように改正する。 

第１８条中「３１万５，０００円」を「３３万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の知立市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」

という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以

後に支給すべき事由の生じた知立市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に

規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用し、適用日前に支

給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正

前の知立市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第１８条の

規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第６条の規定により支給さ

れたもの（その額が６６万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第１８

条の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 

提案理由 

この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の



一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第３５号 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （知立市水道事業の設置に関する条例の一部改正） 

第１条 知立市水道事業の設置に関する条例（昭和４５年知立市条例第８７号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。 

（知立市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 知立市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年知立市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第３６号 

   工事請負契約の一部を変更する契約の締結について 

 令和８年知立市議会５月臨時会において議決され締結した工事請負契約について、

下記のとおり変更するものとする。 

  令和８年６月４日提出 

知立市長 石 川 智 子  

記 

１ 工 事 名  校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 場 所  知立市 八ツ田町川畔 地内 

３ 請負契約金額 変更前 金４６５，０８０，０００円 

         変更後 金４７１，５３４，８００円 

         増減額 金  ６，４５４，８００円 

提案理由 

 この案を提出するのは、八ツ田小学校南棟の校舎長寿命化改良工事について、請

負契約金額を変更するため必要があるからである。 




